
保税蔵置場の許可期間の更新について

関税法第４２条第３項の規定に基づき、下記のとおり公告する。

令和 6 年 4 月 15 日

大阪税関長 大　内　 聡

大阪府大阪市此花区春日出中３丁目１番９８号、
春日出北３丁目４番１２号

大阪府門真市三ツ島５丁目３６番１号滋賀県長浜市山階町１３８番地

東京都中央区日本橋２丁目７番１号

大阪府堺市堺区大町西３丁２番３号

キャプソン株式会社 キャプソン株式会社 汐見営業所

南海通運株式会社 南海通運株式会社 泉北港倉庫 自　　令和 　６年 　５月 　１日

至　　令和 １２年 　４月 ３０日大阪府泉大津市臨海町一丁目２３番地

和歌山県海南市下津町下津３０６６番地の１３地先

掲 示 第 42 号

更新した期間被許可者の名称及び住所 保税地域の名称及び所在地

滋賀近交運輸倉庫株式会社 滋賀近交運輸倉庫株式会社 大阪ＫＬセンター

住友化学株式会社 住友化学株式会社 大阪工場

自　　令和 　６年 　５月 　１日

至　　令和 １２年 　４月 ３０日

自　　令和 　６年 　５月 　１日

至　　令和 １２年 　４月 ３０日

大阪府泉大津市汐見町１０４番地

浅川組運輸株式会社 浅川組運輸株式会社 大浦上屋

和歌山県和歌山市雑賀崎字泊り新開２００１番地の１、２、５、
２００２番地の２、４、７、８、９、２００３番地の１、３、２００４番地の
１、４、５、２００５番地の１、２００６番地の１、３、２００８番地の１

自　　令和 　６年 　５月 　１日

至　　令和 １２年 　４月 ３０日

大阪府泉大津市臨海町一丁目６番地、
一丁目８番地、一丁目２３番地

自　　令和 　６年 　５月 　１日

至　　令和 １２年 　４月 ３０日
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